
脱炭素の森づくりモデル事業補助金交付要綱 

 

  （趣旨） 

第１ 県は、適切な森林整備による森林の二酸化炭素吸収機能の維持・向上を図るため、

市町村が行う造林未済地等の植栽及び保育管理に対し、予算の範囲内において脱炭素の

森づくりモデル事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付

等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

  （交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる事業種目、事業実施主体及び交付額は、別表に定めるとお

りとする。 

 

  （交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金等交付申請書の様式は、別記様式第１号によ 

るものとし、その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税 

仕入控除税額（交付対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額と地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税額

との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が

明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において

当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税が明らかでないものについては、こ

の限りでない。 

３ 規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は、 次の

とおりとする。 

（１）事業実施計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

  （交付の条件） 

第４ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更又は当該補

助金以外の補助金等を活用することになった場合においては、別記様式第２号により

知事の承認を受けること。ただし、事業内容の新設、廃止及び事業地の追加以外の軽

微な変更にあっては、この限りでない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第３号により知事の承認 

  を受けること。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には速や

かに知事に報告してその指示を受けること。 



（４）補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、別表の事業種目のうち造林

未済地等の植栽において、事業完了年度の翌年度の初日から起算して２５年以内に当

該補助金に係る事業施行地を森林以外の用途に転用する行為、補助事業の施行地を売

り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせる行為又は補助事業施行地

の皆伐を行う行為（森林作業道等整備の事業により整備した施設の維持管理のために

必要な行為を除く。）をしてはならない。 

（５）第１号の条件によるもののほか、別記様式第２号により、自主的に事業計画変更の

承認を知事に求めることができるものとする。 

 

  （事業着手報告）  

第５ 補助事業者は、補助金の交付決定に基づき事業に着手したときは、別記様式第４号

による事業着手報告書を知事に提出するものとする。ただし、実施要領（令和７年１０

月６日施行）第６に基づき交付決定前着手届を提出した場合は、この限りでない。 

 

  （実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業等実績報告書の様式は、別記様式第５号

によるものとし、同規定により添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１）事業実績書 

（２）収支精算書 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

２ 第３第２項のただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の事業実績報 

告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明ら 

かになった場合は、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。 

 

  （事業完了報告） 

第７ 補助事業者は、交付対象事業の完了後、当該事業完了年度内に第６の 規定による

事業実績報告書を提出できないときは、速やかに別記様式第６号による事業完了報告書

を知事に提出するものとする。 

 

  （補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし、知事は、交付対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第１５条ただし書の規

定による概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式

第７号によるものとする。 

 

  （消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９ 補助事業者は、第６第１項の事業実績報告書を提出した後において、当該補助金に

係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（第３第２項の

規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額）を別記様



式第８号により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還

しなければならない。 

 

  （書類の提出部数及び経由） 

第１０ この要綱により知事に提出する書類は、原則として事業を所管する各地方振興事

務所又は地方振興事務所地域事務所を経由するものとし、その提出部数は、各１部とす

る。 

 

（その他） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定め

る。 

 

      附 則 

１  この要綱は、令和７年１０月６日から施行し、令和７年度の補助金に係る事業に適用

する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも係る事業にも適用するものとする。 

３ 改正後の要綱は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、

同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

 



 別表 

事業種目 事業実施主体 交  付  額 

 
１  造林未済地等の植栽 
   
２  植栽後の管理経費（食害対策等、下刈り） 
 
３ 除伐 

１５年生以下の森林を対象とする 
 
４ 保育間伐 
  １５年生以下の森林を対象とする 

 
市町村 

 

 
（１）植栽 
１ha あたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 

 
（２）下刈り 
 １ha あたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 

 
（３）食害対策防護柵 
 １ｍあたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 
 
（４）食害防護資材（ネット） 
 １ha あたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 

 
（５）忌避剤散布 
 １ha あたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 
 
（６）除伐 
１ha あたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 

 
（７）保育間伐 
 １ha あたり 森林育成事業の標準単価※１×間接費率※２ 

 
※１ 標準単価は、令和７年度宮城県森林整備関係補助事業標準単価表に準ずる。 
※２ 国の森林環境保全整備事業に準ずる。 

 
（書類等で確認できる実施経費を上限とする） 
 


